
令 和 ７ 年
10月17日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
の
解
除
（
環
境
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
予
定
森
林
（
森
林
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
の
指
定
（
下
関
市
）
（
森
林
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
が
発
注
す
る
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要

な
資
格
及
び
調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
会
計
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

令
和
七
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要
領
の
公
表
（
財
政
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
企
業
管
理
公
告

一
般
競
争
入
札
の
実
施

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
令
和
七
年
山
口
県
告
示
第
八
十
三
号
）
に
よ
り
指
定
さ

れ
た
区
域
の
一
部
に
つ
い
て
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

山
口
市
大
内
氷
上
一
丁
目
一
四
一
〇
の
一
の
一
部
及
び
一
四
一
九
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去

山
口
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

下
関
市
菊
川
町
大
字
貴
飯
字
切
キ
ジ
四
九
、
一
〇
二
七
七
の
二
、
一
〇
二
七
七
の
四
、
一
〇
七
六

五
の
二
、
字
岩
ケ
淵
七
三
の
一
、
字
歌
野
一
〇
二
七
八
の
一
、
一
〇
七
八
一
、
字
岩
ケ
測
一
〇
二
七

九
の
二
、
一
〇
二
八
〇
、
一
〇
二
八
一
の
一
、
字
水
神
山
一
〇
二
八
八
の
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
下
関
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
下
関

市
農
林
水
産
振
興
部
農
林
水
産
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

光
市
大
字
室
積
村
字
上
溝
町
六
四
三
四
の
一
、
六
四
三
五
・
六
四
三
六
の
七
（
以
上
二
筆
に
つ
い

て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
字
溝
町
一
二
〇
六
五
の
一
、
一
二
〇
六
六
、
字
鮎
返
一
二
〇

一
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七
四
、
一
二
〇
七
九
、
一
二
〇
八
〇
、
一
二
〇
八
二
、
字
庄
出
一
二
七
四
八
、
大
字
塩
田
字
楠
一
一

五
三
九
、
一
一
五
四
一
、
一
一
五
四
二
の
一
、
一
一
五
四
五
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

光
市
大
字
室
積
村
字
上
溝
町
六
四
三
四
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
六
四
三

五
、
六
四
三
六
の
七
、
字
溝
町
一
二
〇
六
五
の
一
・
一
二
〇
六
六
・
字
鮎
返
一
二
〇
七
四
・
一

二
〇
八
〇
・
一
二
〇
八
二
・
大
字
塩
田
字
楠
一
一
五
三
九
・
一
一
五
四
一
・
一
一
五
四
二
の

一
・
一
一
五
四
五
の
一
（
以
上
九
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

⚒

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

⚓

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
光
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚔

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
及
び
光
市
経
済
部
農
林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
の
所
在
場
所

下
関
市
豊
北
町
大
字
田
耕
字
南
六
四
九
四
、
六
四
九
七
、
字
金
切
一
一
七
二
二
、
一
一
七
二
三
の

一
二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
下
関
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
下
関

市
農
林
水
産
振
興
部
農
林
水
産
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

県
が
発
注
す
る
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
七
年
山
口
県
告
示
第
五
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二
中
「
共
通
基
盤
構
築
及
び
運
用
管
理
業
務
」
の
下
に
「
、
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム
開
発
及
び
運
用
保

守
業
務
」
を
、
「
漁
業
調
査
船
か
い
せ
い
の
定
期
検
査
業
務
」
の
下
に
「
、
山
口
県
土
木
防
災
情
報
シ

ス
テ
ム
再
構
築
業
務
」
を
加
え
る
。

公

告

（
二
〇
一
）
令
和
七
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要
領
の
公
表

令
和
七
年
九
月
山
口
県
議
会
定
例
会
で
議
決
さ
れ
た
令
和
七
年
度
山
口
県
補
正
予
算
の
要
領
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

令
和
⚗
年
度
山
口
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
⚒
号
）

令
和
⚗
年
度
山
口
県
の
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
⚒
号
）
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
）

第
⚑
条
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
4,184,374千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出

二
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予
算
の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
745,175,155千

円
と
す
る
。

⚒
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
、
「
第
⚑
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
よ
る
。

（
繰
越
明
許
費
）

第
⚒
条
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
213条

第
⚑
項
の
規
定
に
よ
り
翌
年
度
に
繰
り

越
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
は
、
「
第
⚒
表
繰
越
明
許
費
」
に
よ
る
。

（
債
務
負
担
行
為
の
補
正
）

第
⚓
条
債
務
負
担
行
為
の
追
加
及
び
変
更
は
、
「
第
⚓
表
債
務
負
担
行
為
補
正
」
に
よ
る
。

（
地
方
債
の
補
正
）

第
⚔
条
地
方
債
の
追
加
及
び
変
更
は
、
「
第
⚔
表
地
方
債
補
正
」
に
よ
る
。

第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正

（
単
位
千
円
）

歳
入

款
項

補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚗
分
担
金
及
び
負
担

金
6,945

3,532,540
3,539,485

⚑
分

担
金

120
229,245

229,365
⚒
負

担
金

6,825
3,303,295

3,310,120
⚙
国
庫
支
出
金

1,234,273
87,081,059

88,315,332
⚑
国
庫
負
担
金

1,074,653
34,226,626

35,301,279
⚒
国
庫
補
助
金

159,620
49,940,563

50,100,183
12繰

入
金

5,340
32,771,601

32,776,941
⚒
基
金
繰
入
金

5,340
28,026,751

28,032,091
13繰

越
金

690,816
13,120

703,936
⚑
繰

越
金

690,816
13,120

703,936
14諸

収
入

3,000
87,487,232

87,490,232
⚖
雑

入
3,000

3,078,449
3,081,449

15県
債

2,244,000
45,859,000

48,103,000
⚑
県

債
2,244,000

45,859,000
48,103,000

歳
入

合
計

4,184,374
740,990,781

745,175,155
歳

出
款

項
補
正
額

補
正
前
の
額

計
⚒
総

務
費

11,794
47,337,705

47,349,499
⚒
企
画
調
整
費

11,794
13,565,566

13,577,360
⚓
民

生
費

172,680
107,788,228

107,960,908

⚑
社
会
福
祉
費

57,000
79,337,800

79,394,800
⚘
災
害
救
助
費

115,680
2,647

118,327
⚖
農
林
水
産
業
費

121,300
35,448,219

35,569,519
⚑
農

業
費

121,300
10,405,911

10,527,211
⚘
土

木
費

2,058,600
70,669,207

72,727,807
⚒
道
路
橋
り
ょ
う

費
322,600

32,140,933
32,463,533

⚓
河
川
海
岸
費

1,736,000
16,427,293

18,163,293
11災

害
復
旧
費

1,820,000
6,412,039

8,232,039
⚒
土
木
施
設
災
害

復
旧
費

1,820,000
4,538,385

6,358,385

歳
出

合
計

4,184,374
740,990,781

745,175,155
第
⚒
表
繰
越
明
許
費

（
単
位
千
円
）

款
項

事
項

金
額

８
土

木
費
２
道
路
橋
り
ょ
う
費

道
路
改
良
費

120,000

３
河
川
海
岸
費
通
常
砂
防
事
業
費

33,000

地
す
べ
り
対
策
事
業
費

14,000

４
港

湾
費
海
岸
防
災
事
業
費

54,000

５
都
市
計
画
費
都
市
公
園
整
備
事
業
費

108,800

合
計

329,800

第
3
表
債
務
負
担
行
為
補
正

⚑
追

加

事
項

期
間

限
度

額

１
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資

金
に
対
す
る
利
子
補
給

令
和
７
年
度
か
ら

令
和
15年
度
ま
で

⑴
令
和
７
年
度
の
利
子
補
給
の
対
象
と
す
る
融
資
の
総
額

は
、
30,000千

円
と
す
る
。

⑵
利
子
補
給
額
は
、
年
１
％
を
限
度
と
す
る
額
と
す
る
。

２
災
害
援
護
資
金
に
係
る

市
町
に
対
す
る
利
子
補
給

補
助
金

令
和
７
年
度
か
ら

令
和
17年
度
ま
で

⑴
令
和
７
年
度
の
利
子
補
給
補
助
金
の
対
象
と
す
る
融
資

の
総
額
は
、
100,000千

円
と
す
る
。

⑵
利
子
補
給
を
行
っ
た
市
町
に
対
す
る
利
子
補
給
補
助
金

は
、
年
３
％
を
限
度
と
す
る
額
の
1/2に

相
当
す
る
額
と

す
る
。

二
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３
畜
産
特
別
支
援
資
金
の

融
通
に
係
る
市
町
に
対
す

る
利
子
補
給
補
助
金

令
和
７
年
度
か
ら

令
和
32年
度
ま
で

⑴
令
和
７
年
度
の
利
子
補
給
補
助
金
の
対
象
と
す
る
融
資

の
総
額
は
、
150,000千

円
と
す
る
。

⑵
利
子
補
給
を
行
っ
た
市
町
に
対
す
る
利
子
補
給
補
助
金

は
、
年
0.24％

を
限
度
と
す
る
額
の
1/2に

相
当
す
る
額

と
す
る
。

⚒
変

更

事
項

補
正

前
補

正
後

期
間

限
度

額
期

間
限

度
額

１
生
活
福
祉
資
金
に
対
す

る
利
子
補
給

令
和
７
年
度
か
ら

令
和
15年
度
ま
で

⑴
令
和
７
年
度

の
利
子
補
給
の

対
象
と
す
る
融

資
の
総
額
は
、

5,000千
円
と

す
る
。

⑵
利
子
補
給
額

は
、
年
1.5％

を
限
度
と
す
る

額
と
す
る
。

令
和
７
年
度
か
ら

令
和
15年
度
ま
で

⑴
令
和
７
年
度

の
利
子
補
給
の

対
象
と
す
る
融

資
の
総
額
は
、

100,000
千
円

と
す
る
。

⑵
利
子
補
給
額

は
、
年
1.5％

を
限
度
と
す
る

額
と
す
る
。

第
4
表
地
方
債
補
正

（
単
位
千
円
）

⚑
追

加

起
債

の
目

的
限
度
額

起
債
の
方
法

利
率

償
還

の
方

法

災
害
援
護
資
金
貸
付
金

66,000証
書
借
入
又
は

証
券
発
行

年
8.0％

以
内

た
だ
し
、
利

率
見
直
し
方
式

で
借
り
入
れ
る

資
金
に
つ
い

て
、
利
率
の
見

直
し
を
行
っ
た

後
に
お
い
て

は
、
当
該
見
直

し
後
の
利
率
に

よ
る
。

元
利
均
等
半
年
賦
又
は
元
金

均
等
半
年
賦
30年
以
内

た
だ
し
、
特
別
の
も
の

は
、
借
入
先
と
協
議
し
て
定

め
る
条
件
に
よ
る
。

計

66,000

⚒
変

更

起
債
の
目
的

補
正

前
補

正
後

限
度
額

起
債
の

方
法
利
率

償
還
の

方
法

限
度
額

起
債
の

方
法
利
率

償
還
の

方
法

単
独
河
川
改
修
事
業

1,278,000証
書
借

入
又
は

証
券
発

行

年
8.0％

以
内ただ
し
、

利
率
見
直

し
方
式
で

借
り
入
れ

元
利
均
等

半
年
賦
又

は
元
金
均

等
半
年
賦

30年
以
内

た
だ
し
、

1,640,000証
書
借

入
又
は

証
券
発

行

年
8.0％

以
内ただ
し
、

利
率
見
直

し
方
式
で

借
り
入
れ

元
利
均
等

半
年
賦
又

は
元
金
均

等
半
年
賦

30年
以
内

た
だ
し
、

る
資
金
に

つ
い
て
、

利
率
の
見

直
し
を

行
っ
た
後

に
お
い
て

は
、
当
該

見
直
し
後

の
利
率
に

よ
る
。

特
別
の
も

の
は
、
借

入
先
と
協

議
し
て
定

め
る
条
件

に
よ
る
。

る
資
金
に

つ
い
て
、

利
率
の
見

直
し
を

行
っ
た
後

に
お
い
て

は
、
当
該

見
直
し
後

の
利
率
に

よ
る
。

特
別
の
も

の
は
、
借

入
先
と
協

議
し
て
定

め
る
条
件

に
よ
る
。

自
然
災
害
防
止
事
業
（
河

川
)

140,000

1,035,000

堰
堤
修
繕
事
業

106,000

275,000

単
独
砂
防
改
良
事
業

58,000

78,000

自
然
災
害
防
止
事
業
（
砂

防
)

388,000

456,000

土
木
現
年
補
助
災
害
復
旧

事
業

1,094,000

1,708,000

土
木
現
年
単
独
災
害
復
旧

事
業

70,000

120,000

計

3,134,000

5,312,000

（
二
〇
二
）
一
般
競
争
入
札
の
実
施

次
の
と
お
り
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成

七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
業
務
の
委
託

㈠

業
務
の
名
称
及
び
数
量

健
康
管
理
シ
ス
テ
ム
開
発
及
び
運
用
保
守
業
務

一
式

㈡

業
務
の
内
容

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

㈢

履
行
期
間

令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間

㈣

履
行
場
所

契
約
担
当
者
が
指
定
す
る
場
所

二

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
百
六

十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

政
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競

争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使

用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。
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㈢

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業

務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並

び
に
資
格
審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
七
年
山
口
県
告
示
第
二
百
十
四

号
）
又
は
県
が
発
注
す
る
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加

す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
特
定
役
務
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
七
年
山
口
県

告
示
第
五
十
一
号
）
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お
い
て
、
シ
ス
テ
ム
の
設
計
及
び
開
発
並
び
に
シ
ス

テ
ム
の
保
守
、
維
持
及
び
運
用
管
理
に
つ
い
て
業
務
の
委
託
の
特
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
て
い
る

者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

令
和
七
年
十
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
業
務
委

託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
。

㈤

平
成
二
十
七
年
十
月
十
七
日
か
ら
令
和
七
年
十
月
十
七
日
ま
で
の
間
に
、
国
又
は
地
方
公
共
団

体
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人
を
含
む
。
）

の
委
託
を
受
け
て
一
に
掲
げ
る
業
務
と
同
様
の
内
容
を
有
す
る
業
務
を
施
行
し
た
実
績
を
有
し
て

い
る
こ
と
。

三

契
約
条
項
を
示
す
場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
総
合
企
画
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進

課
四

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付

令
和
七
年
十
月
十
七
日
午
前
九
時
か
ら
同
年
十
一
月
十
日
午
後
五
時
ま
で
、
山
口
県
総
合
企
画
部

デ
ジ
タ
ル
推
進
局
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム
開

発
及
び
運
用
保
守
業
務
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
実
施
」
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

五

入
札
の
方
法

こ
の
入
札
は
、
政
令
第
百
六
十
七
条
の
十
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に

よ
り
行
う
の
で
、
入
札
者
は
、
入
札
書
に
提
案
書
、
そ
の
他
の
入
札
説
明
書
に
定
め
る
書
類
を
添
え

て
提
出
す
る
こ
と
。

六

入
札
書
の
記
載
方
法
、
提
出
場
所
及
び
受
領
期
限

㈠

記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す

る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
加
算
し
た
金

額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

㈡

提
出
場
所

山
口
県
総
合
企
画
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
課

㈢

受
領
期
限

令
和
七
年
十
二
月
一
日
午
後
五
時
（
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
日
午

後
二
時
）

七

入
札
を
執
行
す
る
場
所
及
び
日
時

㈠

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
総
合
企
画
部
一
号
会
議
室

㈡

日
時

令
和
七
年
十
二
月
二
日
午
後
二
時

八

入
札
保
証
金

免
除
す
る
。

九

無
効
入
札

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

㈠

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札

㈡

記
名
の
な
い
入
札

㈢

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

十

落
札
者
決
定
基
準

㈠

総
合
評
価
基
準

落
札
者
の
決
定
は
、
価
格
及
び
技
術
的
能
力
に
関
す
る
事
項
を
総
合
的
に
評
価
す
る
こ
と
に
よ

り
行
う
。

㈡

審
査
基
準

⚑

価
格
に
関
す
る
提
案
の
評
価

入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
つ
い
て
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
評
価
点
を

求
め
る
。

⚒

技
術
的
能
力
に
関
す
る
提
案
の
評
価

提
案
書
に
記
載
さ
れ
た
業
務
実
施
方
法
、
業
務
実
施
体
制
、
技
術
提
案
等
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
評
価
点
を
求
め
る
。

⚓

配
点

価
格
評
価
（
価
格
に
関
す
る
提
案
の
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
技
術
的
能
力
評
価

（
技
術
的
能
力
に
関
す
る
提
案
の
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
配
点
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

⑴

価
格
評
価

二
百
五
十
点

⑵

技
術
的
能
力
評
価

七
百
五
十
点

⚔

適
否
判
定

入
札
者
の
提
案
の
内
容
に
係
る
適
否
の
判
定
の
項
目
及
び
基
準
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る

五
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と
お
り
と
す
る
。

十
一

落
札
者
の
決
定
方
法

㈠

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
百
五
十
四
条
の
規
定
に
基

づ
き
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
も
高
い
総
合
評
価
点
（
価
格
評
価
及
び
技
術

的
能
力
評
価
に
係
る
合
計
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
得
て
、
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。
た
だ
し
、
十
の
㈡
の
⚔
の
適
否
判
定
に
お
い
て
提
案
の
内
容
に
つ
い
て
否
と
さ
れ
た

場
合
に
は
、
落
札
者
と
し
な
い
。

㈡

落
札
と
な
る
べ
き
最
も
高
い
総
合
評
価
点
を
得
て
入
札
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
技

術
的
能
力
評
価
に
係
る
評
価
点
が
最
も
高
い
者
を
落
札
者
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
技
術

的
能
力
評
価
に
係
る
評
価
点
が
同
点
で
あ
る
と
き
は
、
入
札
金
額
が
最
も
低
い
者
を
落
札
者
と

し
、
当
該
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
。

十
二

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

㈢

契
約
書
の
作
成
の
要
否

要

㈣

入
札
参
加
資
格
の
要
件
の
確
認
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
書
類
を
令
和
七
年
十
一
月
十
日
午
後
五

時
ま
で
に
山
口
県
総
合
企
画
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
課
に
提
出
す
る

こ
と
。
な
お
、
そ
の
確
認
結
果
を
記
載
し
た
書
面
を
令
和
七
年
十
一
月
十
四
日
ま
で
に
発
送
す

る
。

⚑

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書

⚒

一
に
掲
げ
る
業
務
と
同
様
の
内
容
を
有
す
る
業
務
を
施
行
し
た
実
績
に
つ
い
て
記
載
し
た
書

面

㈤

契
約
保
証
金

免
除
す
る
。

㈥

こ
の
公
告
後
に
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
一
般
競
争
入
札
の
資
格
審
査
の
申
請

を
す
る
場
合
は
、
令
和
七
年
十
一
月
十
日
午
後
五
時
ま
で
に
山
口
県
会
計
管
理
局
会
計
課
（
電
話

〇
八
三－

九
三
三－

三
九
一
五
）
に
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈦

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
総
合
企
画
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
課

（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

一
三
二
九
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

十
三

Sum
m
ary

⑴

D
ivision
in
charge
of
the
contract:D
igital
G
overnm
ent
Prom
otion
D
ivision,D
igital

Prom
otion
B
ureau,G
eneral
Planning
D
epartm
ent,Y
am
aguchi
Prefectural
G
overnm
ent

⑵

N
ature
and
quantity
of
the
services
to
be
required
:
D
evelopm
ent,
operation
and

m
aintenance
of
health
m
anagem
ent
system

⑶

Perform
ance
period
:F
rom
the
date
of
the
agreem
ent
to
F
ebruary
28,2033

⑷

Place
of
perform
ance:
D
igital
G
overnm
ent
Prom
otion
D
ivision,
D
igital
Prom
otion

B
ureau,G
eneral
Planning
D
epartm
ent,Y
am
aguchi
Prefectural
G
overnm
ent,1-1
T
aki-

m
achi,Y
am
aguchi
C
ity,Y
am
aguchi
Prefecture

⑸

D
ivision
in
charge
of
the
procurem
ent
and
C
ontact
point
for
the
notice:
D
igital

G
overnm
ent
Prom
otion
D
ivision,D
igital
Prom
otion
B
ureau,G
eneral
Planning
D
epar-

tm
ent,Y
am
aguchi
Prefectural
G
overnm
ent
(T
el.083-933-1329)

⑹

D
eadline
for
tender
subm
ission
:5
:00
P.M
.D
ecem
ber
1,2025
(Ifbroughtin
person
:

2
:00
P.M
.D
ecem
ber
2,2025)

企

業

局

公

告一
般
競
争
入
札
の
実
施

次
の
と
お
り
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成

七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
を
実
施
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
十
七
日

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

弘

田

隆

彦

一

入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
等
の
購
入

㈠

物
品
等
の
名
称

電
気

㈡

物
品
等
の
予
定
数
量

三
千
七
百
三
十
五
万
四
千
九
百
二
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時

㈢

物
品
等
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

㈣

納
入
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

㈤

納
入
場
所
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西
部
利
水
事
務
所
ほ
か
十
六
箇
所

二

入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈡

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
一
般
競
争
入

札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配

人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者
で
な
い
こ
と
。

㈢

県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
、
物
品
等
の
買
入
れ
、
借
入
れ
及
び
売
払
い
並
び
に
業

務
の
委
託
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並

び
に
資
格
審
査
申
請
の
時
期
及
び
方
法
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
七
年
山
口
県
告
示
第
二
百
十
四

号
）
又
は
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
契
約

に
係
る
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
調
達
す
る
物
品

等
の
種
類
等
に
関
す
る
告
示
（
令
和
七
年
山
口
県
告
示
第
三
十
七
号
）
に
基
づ
く
資
格
審
査
に
お

い
て
、
電
気
に
つ
い
て
物
品
等
の
製
造
の
請
負
並
び
に
物
品
等
の
買
入
れ
及
び
借
入
れ
の
競
争
入

札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈣

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
小
売
電
気
事

業
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

㈤

令
和
七
年
十
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
二
月
五
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
日
に
お
い
て
も
業
務
委

託
及
び
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
等
参
加
停
止
措
置
要
領
に
基
づ
く
参
加
停
止
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
。

三

契
約
条
項
を
示
す
場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
企
業
局
電
気
工
水
課

四

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
の
交
付

令
和
七
年
十
月
十
七
日
か
ら
同
年
十
一
月
十
三
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
、

山
口
県
企
業
局
電
気
工
水
課
に
お
い
て
交
付
す
る
。

五

入
札
書
の
記
載
方
法
、
提
出
場
所
及
び
受
領
期
限

㈠

記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
予
定
数
量
の
対
価
を
入
札
説
明
書
に
記
載
す
る
方
法
に
従
っ
て
計

算
し
た
総
価
で
行
い
、
当
該
総
価
に
当
該
総
価
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
を
加
算
し
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と

す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載

す
る
こ
と
。

㈡

提
出
場
所

山
口
県
企
業
局
電
気
工
水
課

㈢

受
領
期
限

令
和
七
年
十
二
月
四
日
午
後
五
時

六

入
札
を
執
行
す
る
場
所
及
び
日
時

㈠

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
企
業
局
一
号
会
議
室

㈡

日
時

令
和
七
年
十
二
月
五
日
午
前
十
一
時

七

入
札
保
証
金

免
除
す
る
。

八

無
効
入
札

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

㈠

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
が
し
た
入
札

㈡

記
名
の
な
い
入
札

㈢

㈠
及
び
㈡
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

九

落
札
者
の
決
定
方
法

山
口
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
口
県
規
則
第
五
十
四
号
）
第
百
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落

札
者
と
す
る
。

十

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
公
営
企
業
管
理
者

弘
田

隆
彦

㈡

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

㈢

契
約
書
の
作
成
の
要
否

要

㈣

入
札
参
加
資
格
の
要
件
の
確
認
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
書
類
を
令
和
七
年
十
一
月
十
三
日
午
後

五
時
ま
で
に
、
山
口
県
企
業
局
電
気
工
水
課
に
持
参
又
は
郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
。
な
お
、

そ
の
確
認
結
果
を
記
載
し
た
書
面
を
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
ま
で
に
発
送
す
る
。

⚑

入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書

⚒

小
売
電
気
事
業
の
登
録
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
経
済
産
業
大
臣
の
通
知
の
写
し

㈤

契
約
保
証
金

免
除
す
る
。

㈥

こ
の
公
告
後
に
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
一
般
競
争
入
札
の
資
格
審
査
の
申
請
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を
す
る
場
合
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
七
日
午
後
五
時
ま
で
に
山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課

に
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

㈦

詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
企
業
局
電
気
工
水
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

四
〇
三
〇
）
に

問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

十
一

Sum
m
ary

⑴

D
ivision
in
charge
of
the
contract:IndustrialW
ater
and
E
lectricity
D
ivision,Public

E
nterprise
B
ureau,Y
am
aguchi
Prefectural
G
overnm
ent

⑵

N
ature
and
quantity
ofthe
products
to
be
purchased
:37,354,902kW
h
ofelectricity

(as
show
n
in
the
specification)

⑶

D
eadline
for
delivery
:F
rom
A
pril
1,2026
to
M
arch
31,2029

⑷

D
elivery
place:W
estern
Industrial
W
ater
and
E
lectric
O
ffice
and
16
other
places

⑸

D
ivision
in
charge
of
the
procurem
ent
and
C
ontact
point
for
the
notice:Industrial

W
ater
and
E
lectricity
D
ivision,Public
E
nterprise
B
ureau,Y
am
aguchiPrefecturalG
ove-

rnm
ent
(T
el.083-933-4030)

⑹

D
eadline
for
tender
subm
ission
:5
:00
P.M
.D
ecem
ber
4,2025

令
和
七
年
十
月
十
七
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
七
年
十
月
十
七
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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